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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リモートサイトと双方向通信するためのモデムデバイスにおいて通信障害の警告を提供
する方法であって、
　メモリから通信パラメータ値を取り出すステップと、
　前記取り出されたパラメータ値を所定の閾値と比較して、起こり得る通信リンク障害を
示す通信パラメータ値を識別するステップと、
　前記比較に応答して、システム調整が必要であることを示すメッセージの前記リモート
サイトへの送信を所定の時間間隔で開始するステップと、
を含み、
　前記リモートサイトは前記モデムデバイスから遠隔の場所に配置されたリモートヘッド
エンドであり、
　前記開始するステップは、非モデムデバイスベースのシステム調整が必要であることを
示す、前記モデムデバイスから前記リモートヘッドエンドへの前記メッセージの送信を、
前記比較に応答して開始することを含む、前記方法。
【請求項２】
　前記メッセージは前記パラメータ値を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記パラメータ値は、前記モデムデバイスから前記リモートサイトに通信するための送
信上流側電力レベルを表す、請求項１に記載の方法。
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【請求項４】
　前記モデムデバイスはケーブルモデムであり、前記送信は簡易ネットワーク管理プロト
コル（ＳＮＭＰ）を使用し、
　前記取り出されたパラメータ値を最小および最大の所定の閾値と比較するステップを含
む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記所定の閾値を前記リモートサイトから受信するステップを含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項６】
　前記リモートサイトから前記所定の閾値を受信する前記ステップの前に、デフォルトの
所定の閾値を使用するステップを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　初期化動作中に前記受信した所定の閾値で前記モデムデバイスを構成するステップを含
む、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記開始する前記ステップは、前記リモートサイトから受信した、（ａ）スケジュール
と、（ｂ）反復頻度のうちの１つで、送信を開始することを含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項９】
　前記リモートサイトから前記スケジュール値または反復頻度値を受信する前に、デフォ
ルトのスケジュール値または反復頻度値を使用するステップを含む、請求項１に記載の方
法。
【請求項１０】
　前記比較によって、前記取り出したパラメータ値がもはや前記所定の閾値の外側にはな
いことを示す前記メッセージ送信を終了するステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　ユーザコマンドに応答して、（ａ）前記パラメータ値、（ｂ）前記所定の閾値、および
（ｃ）前記送信の反復頻度の少なくとも１つを表示するステップを含む、請求項１に記載
の方法。
【請求項１２】
　（ａ）前記パラメータ値、（ｂ）前記所定の閾値、および（ｃ）前記送信の反復頻度の
少なくとも１つを前記表示するためのウェブページを生成するステップを含む、請求項１
１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記非モデムデバイスベースのシステム調整は、前記送信上流側電力レベルに関連する
強度を持った信号を受信する前記モデムデバイスの上流側コンポーネントのためであり、
及び、該コンポーネントが前記強度を修正し及び該修正強度を持った信号を前記リモート
サイトへ提供する、請求項３に記載の方法。
【請求項１４】
　リモートサイトと双方向通信するためのモデムデバイスにおいて、通信障害の警告を提
供する方法であって、
　メモリから送信電力レベル値を取り出すステップと、
　前記取り出された送信電力レベル値を所定の閾値と比較して、起こり得る通信リンク障
害を示す送信電力レベル値を識別するステップと、
　前記比較に応答して、システム調整が必要であることを示す、前記送信電力レベル値を
含むメッセージの前記リモートサイトへの送信を所定の時間間隔で開始するステップと、
を含み、
　前記リモートサイトは前記モデムデバイスから遠隔の場所に配置されたリモートヘッド
エンドであり、
　前記開始するステップは、非モデムデバイスベースのシステム調整が必要であることを
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示す、前記モデムデバイスから前記リモートヘッドエンドへの前記メッセージの送信を、
前記比較に応答して開始する、前記方法。
【請求項１５】
　前記比較によって、前記送信電力レベル値がもはや前記所定の閾値の外側にはないこと
を示す前記メッセージの送信を終了するステップを含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記送信電力レベル値が、前記モデムデバイスから前記リモートデバイスに通信するた
めの送信上流側電力レベルを表す、請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記所定の時間間隔がほぼ周期的である、請求項１または１４に記載の方法。
【請求項１８】
　前記モデムデバイス及び前記リモートサイトがケーブルシステム内にあり、前記システ
ム調整は前記ケーブルシステムに対する調整である、請求項１または１４に記載の方法。
【請求項１９】
　前記非モデムデバイスベースのシステム調整は、前記送信上流側電力レベルに関連する
強度を持った信号を受信する前記モデムデバイスの上流側コンポーネントのためであり、
及び、該コンポーネントが前記強度を修正し及び該修正強度を持った信号を前記リモート
サイトへ提供する、請求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
　リモートサイトと双方向通信するため及び通信障害の警告を提供するためのモデムデバ
イスであって、
　メモリから通信パラメータの値を取り出す手段と、
　前記取り出されたパラメータ値を所定の閾値と比較して、起こり得る通信リンク障害を
示す通信パラメータ値を識別する手段と、
　前記比較に応答して、システム調整が必要であることを示す、前記リモートサイトへの
メッセージの送信を所定の時間間隔で開始する手段と、
を備え、
　前記リモートサイトは前記モデムデバイスから遠隔の場所に配置されたリモートヘッド
エンドであり、
　前記開始する手段は、非モデムデバイスベースのシステム調整が必要であることを示す
、前記モデムデバイスから前記リモートヘッドエンドへの前記メッセージの送信を、前記
比較に応答して開始する、前記モデムデバイス。
【請求項２１】
　リモートサイトと双方向通信するため及び通信障害の警告を提供するためのモデムデバ
イスであって、
　メモリから通信パラメータの値を取り出す手段と、
　前記取り出されたパラメータ値を所定の閾値と比較して、起こり得る通信リンク障害を
示す通信パラメータ値を識別する手段と、
　前記比較に応答して、システム調整が必要であることを示す、前記リモートサイトへの
前記通信パラメータの値を含むメッセージの送信を所定の時間間隔で開始する手段と、
を備え、
　前記リモートサイトは前記モデムデバイスから遠隔の場所に配置されたリモートヘッド
エンドであり、
　前記開始する手段は、非モデムデバイスベースのシステム調整が必要であることを示す
、前記モデムデバイスから前記リモートヘッドエンドへの前記メッセージの送信を、前記
比較に応答して開始する、前記モデムデバイス。
【請求項２２】
　前記パラメータ値は、前記モデムデバイスから前記リモートサイトに通信するための送
信上流側電力レベルを表す、請求項２０または２１に記載のモデムデバイス。
【請求項２３】
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　前記所定の時間間隔がほぼ周期的である、請求項２０または２１に記載のモデムデバイ
ス。
【請求項２４】
　前記モデムデバイス及び前記リモートサイトがケーブルシステム内にあり、前記システ
ム調整は前記ケーブルシステムに対する調整である、請求項２０または２１に記載のモデ
ムデバイス。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ケーブルモデム、コンピュータ、ＴＶ、ＶＣＲ、または関連する周辺デバイス
などのデバイスで対話型双方向通信に使用するシステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
パーソナルコンピュータとテレビジョン機能を結合する（ＰＣ／ＴＶ機能）家庭用娯楽シ
ステムは、ますます、汎用で、ユーザ対話型、マルチソース（source）、およびマルチデ
スティネーション（destination）の通信デバイスになりつつある。このようなシステム
には、ユーザの要求に応答して、様々なアプリケーションのために、複数の位置間で、異
なるデータ形式で通信することが要求される。例えば、システムは、高品位テレビ（ＨＤ
ＴＶ）放送、マルチポイントマイクロ波分配システム（ＭＭＤＳ）放送およびデジタルビ
デオ放送（ＤＶＢ）を含むサテライトソースまたは地上波ソースからデータを受信するこ
とができる。システムは、また、電話回線（例えばインターネット）および同軸回線（例
えば、ケーブルモデムを介したケーブルテレビ回線）を介して、また、デジタルビデオデ
ィスク（ＤＶＤ）、ＣＤＲＯＭ、ＶＨＳおよびデジタルＶＨＳ（ＤＶＨＳ（商標））タイ
プのプレーヤ、ＰＣ、および他の多くのタイプのソースなど、リモートソースとローカル
ソースの両方からデータを送受信することもできる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
家庭用娯楽システムと共に使用されるインターネット対応双方向通信システムは、ケーブ
ル分配ネットワークで発生するネットワークケーブル長と、付随する送信電力レベルの変
動に適応することが望ましい。この要件と付随する問題点は、本発明によるシステムによ
って対処される。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
システムは、ケーブルモデムネットワークにおける通信の中断を防止するために、上流側
（upstream）への送信電力レベルを適応的に変更する。送信パラメータを変更することに
より、適応的に通信動作を調整する方法は、通信パラメータをメモリから取り出すこと、
およびその取り出したパラメータを所定の閾値と比較することを必要とする。パラメータ
の調整が必要であることをパラメータ値が示していることを表すメッセージは、遠隔地の
ＣＡＴＶヘッドエンドに送信される。
【０００５】
【発明の実施の形態】
図１に、モデムによってＣＡＴＶヘッドエンドに送信される信号の送信電力レベルを、適
応的に変更することができるケーブルモデム（例えば、ＤＯＣＳＩＳ標準準拠モデム）の
ブロック図を示す。このケーブルモデムは、例えば、ケーブルＴＶシステムとＰＣ（また
は、ＴＶなど他のデバイス）との間の通信ブリッジを提供する。このモデムは、ＳＮＭＰ
（簡易ネットワーク管理プロトコル）を介してケーブルシステムヘッドエンドと通信する
。開示された電力レベル調整システムは、加入者に対するケーブルモデムサービスの中断
を低減する。これは、送信電力レベルが性能閾値にあまりにも近い状態で作動しており、
したがって、サービス中断が間もなく発生する、という「早期警告」をケーブルオペレー
タに提供することによって達成される。
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【０００６】
関係する特定の閾値が、モデムからＣＡＴＶヘッドエンドへの上流側送信電力レベルに設
定される。ケーブルオペレータ上流側経路の問題点は、ケーブルネットワークの特定ケー
ブルモデムと、ケーブルオペレータのヘッドエンドとの間の不適切な上流側経路利得また
は不適切な上流側経路損失のために、加入者へのサービス中断の一般的な原因である。こ
の問題は、例えば、ケーブル設備の増幅器と、ＲＦ分配またはＲＦ結合ネットワークの技
術者の誤調整によって生じることがある。前述のケーブルモデムシステムは、有利に自動
的に、問題点を感知し、それを、中央ケーブルオペレータネットワーク管理ステーション
に報告する。その結果、開示したシステムは、より少ない加入者サービス中断で動作し、
システムの使用可能時間を向上させ、そのような状態が加入者サービス中断を生じさせる
前に、それらを検知し、訂正することによって、サービス不能状態を未然に防ぐ。
【０００７】
図１の例示的実施形態は、ケーブルモデム通信、およびＴＣＰ／ＩＰ（伝送制御プロトコ
ル／インターネットプロトコル）プロトコル、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ(登録商標)プロトコル、
およびＭＰＥＧ（モーションピクチャエキスパーツグループ）プロトコルを含めて、階層
的に配置されたプロトコル（例えば、１９９４年６月１０日、ＭＰＥＧ２　ＩＳＯ／ＩＥ
Ｃ　１３８１８－１、および１９９５年１月２０日、ＩＳＯ／ＩＥＣ　１３８１８－２に
より）でデータを復号化することをサポートする。さらに、図１のシステムは、マルチメ
ディアケーブルネットワークシステム（ＭＣＮＳ）の予備的要件と、１９９８年３月、国
際電気通信連合（ＩＴＵ）によって批准されたＤＯＣＳＩＳ　１．０（データオーバケー
ブルサービスインターフェース仕様１．０）の要件およびそれに伴うＥｕｒｏＤＯＣＳＩ
Ｓ要件と、ＲＦＣ２６６９などのＩＥＴＦ（インターネット技術標準化委員会）ＲＦＣ（
Requests For Comment）によって提供される他の文書に適合している。ＲＦＣ文書は、イ
ンターネットを介して入手可能であり、インターネット標準作業部会によって準備されて
いる。
【０００８】
本発明の原理は、あらゆる双方向通信システムに適用され、ケーブルモデム、ＡＤＳＬモ
デム、ＩＳＤＮモデム、従来タイプのモデム、またはＤＯＣＳＩＳ対応モデムに限定され
るものではない。さらに、開示したシステムは、例えばストリームされたビデオデータま
たはオーディオデータ、電話メッセージ、コンピュータプログラム、電子メールまたは他
のパケット化されたデータおよび通信を含む多様なインターネットソースからのインター
ネットプロトコル（ＩＰ）データを処理する。
【０００９】
図１のケーブルモデム（システム１２）は、一般に同軸ケーブル、またはハイブリッドフ
ァイバ／同軸（ＨＦＣ）によって構成される回線１０上で、双方向ブロードバンド高速Ｒ
Ｆリンクを介して、ＣＡＴＶヘッドエンドと通信する。モデムシステム１２は、ローカル
エリアネットワーク（ＬＡＮ）を介して、ユーザ側に置かれたデバイスと双方向に通信す
る。一般的なユーザ側のローカルエリアネットワークには、コネクタ７２を介して接続さ
れるＤｉｇｉｔａｌ／Ｉｎｔｅｌ／Ｘｅｒｏｘ／Ｅｔｈｅｒｎｅｔ(登録商標)対応ネット
ワークが含まれる。他のユーザ側デバイスは、それぞれにコネクタ８２および７７を介し
て接続されるユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）またはＨＰＮＡ（家庭電話回線ネット
ワーク連合）対応ネットワークを介して通信する。Ｅｔｈｅｒｎｅｔ(登録商標)ネットワ
ーク、ＨＰＮＡネットワーク、およびＵＳＢネットワークに接続されるユーザデバイスは
、例えば、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、ネットワークプリンタ、ビデオ受信機、オ
ーディオ受信機、ＶＣＲ、ＤＶＤ、スキャナ、コピー機、電話、ファックス機、および家
庭電化製品などの装置を含むことができる。
【００１０】
動作中、図１のケーブルモデムシステム１２のダイプレクサ（diplexer）は、ケーブル回
線１０を介して搬送される下流側（downstream）通信（ＣＡＴＶヘッドエンドからモデム
１２に送信される）から上流側通信（モデム１２からＣＡＴＶヘッドエンドに送信される
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）を分離する。ダイプレクサ２０は、上流側データ（一般に５～４２ＭＨｚ）と下流側デ
ータ（一般に８８～８６０ＭＨｚ）がそれぞれに使用する異なる周波数レンジに基づいて
、下流側データから上流側データを分離する。コントローラ６０は、ケーブル回線１０の
ＣＡＴＶヘッドエンドからＤＯＣＳＩＳ／ＭＰＥＧ２転送データを受信し、そのデータを
、それぞれポート７２、８２、および７７を介して出力するように、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ(
登録商標)対応形式、ＵＳＢ対応形式、またはＨＰＮＡ対応形式にコンバートするために
、図１のケーブルモデム１２のエレメントを構成する。同様に、コントローラ６０は、Ｅ
ｔｈｅｒｎｅｔ(登録商標)対応データ、ＵＳＢ対応データまたはＨＰＮＡ対応データをポ
ート７２、８２、および７７から受信し、ＤＯＣＳＩＳ転送プロトコルデータをコンバー
トし、それをケーブル回線１０のＣＡＴＶヘッドエンドに送信するために、図１のケーブ
ルモデム１２のエレメントを構成する。コントローラ６０は、双方向データおよび制御信
号バスを使用してそれらのエレメント内に制御レジスタ値をセットすることによって、シ
ステム１２のエレメントを構成する。具体的には、コントローラ６０は、事前に識別され
たＲＦチャネル周波数でＤＯＣＳＩＳ形式の信号を受信するために、チューナ１５、ソー
フィルタ（saw filter）２５、差動増幅器３０およびＭＣＮＳ（マルチメディアケーブル
ネットワークシステム）インターフェースデバイス３５を含む。ＤＯＣＳＩＳ形式の信号
は、ＩＰデータ内容を含めてＥｔｈｅｒｎｅｔ(登録商標)対応データフレームを搬送する
ＭＰＥＧ２転送プロトコル形式を含む。
【００１１】
コントローラ６０は、図１のシステム１２を初期化するため、また、システム１２からＣ
ＡＴＶヘッドエンドに信号を送信するための初期電力送信レベルを選択するために、図２
に示すプロセスを使用する。具体的には、図１のＤＯＣＳＩＳ準拠ケーブルモデムシステ
ム１２が完全に動作可能になるように開始している間に進行する一連の動作可能状態を示
す。図２のステップ２５０でモデムシステム１２に電力を加えると、コントローラ６０は
、すべてのモデム構成要素を、条件であるそれらの初期電力にセットするために、ユニッ
ト６０内のフラッシュメモリからアップロードされたブートローダソフトウェアを実行す
る。図２のステップ２５５で、コントローラ６０（図１）は、ＤＯＣＳＩＳ準拠信号が得
られるまで後続のＲＦチャネル周波数候補に反復的に同調することによって、チューナ１
５が受信するように構成されるべきＲＦチャネル周波数を判定する際に、システム１２を
指図する。コントローラ６０は、受信したデータのＭＣＮＳインターフェースプロセッサ
３５による成功裏（successful decoding）の復号化により、また、復号化されたデータ
のための相当する許容エラー率により、候補チャネル上のＤＯＣＳＩＳ準拠信号を認識す
る。
【００１２】
図２のステップ２６０で、コントローラ６０は、ＭＣＮＳインターフェース３５、増幅器
８５およびＲＦ変換器８７を使用して、データをＣＡＴＶヘッドエンドに上流側に送信す
る際に、システム１２を指図することによって、レンジング（ranging）を開始する。こ
のレンジング機能は、ケーブルモデム送信電力レベルとタイミングオフセットを含めて、
上流側方向および下流側への通信パラメータを適応的に、反復的に調整することを必要と
する。具体的には、システム１２は、ＣＡＴＶヘッドエンドに定期的に送信されるステー
タスメッセージを搬送する信号の電力レベルを増分的に増加させる。これは、システム１
２が、ＣＡＴＶヘッドエンドから、メッセージが成功裏に受信されたことを示す肯定応答
を受信するまで行われる。ＣＡＴＶヘッドエンドは、レンジングがいつ完了するかを判定
し、レンジングが終了したことをシステム１２に通信する。レンジングが完了すると、メ
ディアアクセス制御（ＭＡＣ）層プロトコルを必要とする、システム１２とＣＡＴＶヘッ
ドエンドとの間の通信が確立される。
【００１３】
図２のステップ２６５で、コントローラ６０は、モデムシステム１２とＣＡＴＶヘッドエ
ンドとの間に、リモートＤＨＣＰ（動的ホスト構成プロトコル）サーバとのＤＨＣＰ通信
を必要とする双方向通信を確立する際に、システム１２を指図することによって、接続（
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Connecting）を開始する。具体的には、システム１２ＩＰ（インターネットプロトコル）
アドレスおよび他の構成パラメータがＤＨＣＰサーバによって獲得され、ユニット６０内
のメモリに記憶される。接続プロセスが成功裏に完了するに際して、ケーブルモデムはイ
ンターネットホストとして動作可能となり、割り当てられたＩＰアドレスを有する。
【００１４】
図２のステップ２７０で、コントローラ６０は、インターネットＴＩＭＥプロトコルを使
用してリモートインターネットＴＩＭＥサーバから日付と時間を獲得することによって、
また、ＴＦＴＰ（Trivial File Transfer Protocol）を使用してリモートＴＦＴＰサーバ
からモデムシステム１２のための構成ファイル（Configuration File）をダウンロードす
ることによって、構成を開始する。この構成ファイルは、システム１２からＣＡＴＶヘッ
ドエンドに信号を送信する際に使用されるべき電力レベルに対する最低動作可能限界およ
び／または最高動作可能限界に近い警告ゾーンを規定するＳＮＭＰ対応データ搬送閾値を
含む。システム１２は、システム１２が使用している送信電力レベルがそれらの閾値を超
え、その電力レベルが警告ゾーン内にある場合は、警報メッセージをＣＡＴＶヘッドエン
ドに送信する。ＳＮＭＰメッセージは、また、警報メッセージと閾値比較機構をアクチベ
ートおよびディアクチベートするため、また、初期化以降またはモデム動作の他の時点で
、閾値とメッセージ反復率を調整するために使用することができる。構成ファイルＳＮＭ
Ｐデータは、また、警報メッセージ（システム１２が使用する実際の電力レベル値を含む
）がＣＡＴＶヘッドエンドに送信される反復頻度を判定することができる。ＤＯＣＳＩＳ
標準は、ケーブルモデムの起動中にケーブルモデムがダウンロードする必須構成ファイル
に、送信電力レベル閾値と警報メッセージ反復頻度などのパラメータを組み込むことを可
能にする。したがって、ケーブルモデムがインストールされ、そのＤＯＣＳＩＳ初期化ル
ーチンを実行するたびに、閾値と反復頻度値を有利に自動的にセットすることができる。
閾値または警報メッセージ反復データが構成ファイルに提供されていない場合、システム
１２メモリに含まれる所定のデフォルト設定値が使用される。構成動作が完了すると、モ
デムシステム１２は、動作可能になるのに十分な情報をすでに受信し、記憶しており、ま
た、完全にオンラインで、動作可能になることを開始するために、ＣＡＴＶヘッドエンド
から信号を受信する状態にある。
【００１５】
図２のステップ２７５で、コントローラ６０は、モデムシステム１２によって適用された
キー構成パラメータを、最終的な受け入れ（acceptance）のためにＣＡＴＶヘッドエンド
に通信する際に、システム１２を指図することによって登録を開始する。ＣＡＴＶヘッド
エンドは、システム１２によって使用される構成パラメータを、ＣＡＴＶヘッドエンドか
らシステム１２に予め供給されたパラメータと比較する。それらが一致すると判定すると
、ＣＡＴＶヘッドエンドは、システム１２に、登録が完了し、システム１２はオンライン
であり、動作可能であることを通知する。図２のプロセスは、ステップ２８０で完了する
。
【００１６】
図３に、設定した電力レベルが受け入れ可能値の範囲外にある場合に、ＤＯＣＳＩＳ準拠
ケーブルモデムの上流側送信機電力レベルを監視し、ＣＡＴＶリスニングネットワーク管
理ステーションに所定の間隔で警告を自動的に送信するために、システム１２（図１）が
使用する方法の流れ図を示す。ＤＯＣＳＩＳ標準は、準拠するケーブルモデムが、簡易ネ
ットワーク管理プロトコル（ＳＮＭＰ）ならびに、関係するソフトウェア手順と、管理情
報ベース（ＭＩＢ）と呼ばれるケーブルモデム動作情報の仮想データ記憶とをサポートす
ることを必要とする。ＭＩＢは、ケーブルヘッドエンドから操作される、管理ステーショ
ンによるケーブルモデム動作の遠隔管理（remote management）、または、例えばインタ
ーネットサービスプロバイダによって制御されるネットワークオペレーションセンタによ
るケーブルモデムオペレーションの遠隔管理を可能にする。さらに、いくつかのＭＩＢが
、モデムプロバイダによって規定される場合がある。図３の方法は、コントローラ６０（
図１）によって実行される設定可能なＭＩＢオブジェクトのコレクションの形式で実施さ
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れる。
【００１７】
図３のステップ２０５では、ステップ２００の開始に続いて、電力閾値または警報メッセ
ージ反復データが、初期化中に受信された構成ファイルに提供されていない場合、コント
ローラ６０は、デフォルト値でシステム１２を構成する。この電力閾値は、システム１２
からＣＡＴＶヘッドエンドに通信する信号に使用される電力レベルに対する警報閾値を決
定する。同様に、反復データは、警報メッセージ（システム１２が使用する実際の電力レ
ベル値を含む）がＣＡＴＶヘッドエンドに送信される周波数を決定する。デフォルト値は
、モデムプロバイダが事前決定することができ、また、専用ＭＩＢを使用した、接続した
ＰＣ（例えば、図１のポート７２に接続した）のユーザの操作によって参照する（または
、非ＤＯＣＳＩＳ対応アプリケーションにセットされる）ことができる。ステップ２１０
では、電力閾値または警報メッセージ反復データは、システム１２が使用する際、接続さ
れたＰＣを介したユーザコマンドに応答してこれをそのＰＣに表示するために、システム
１２によって生成されたウェブページにアクセスし、参照される場合がある。表示された
ウェブページは、それらの値のユーザ参照をサポートするユーザインターフェースとして
、また、非ＤＯＣＳＩＳ対応アプリケーションでは、それらの値の選択および更新をサポ
ートするユーザインターフェースとして使用することができる。
【００１８】
ステップ２１５では、コントローラ６０は、現行の上流側への送信電力レベルを定期的に
読み取り、ステップ２２０では、この電力レベルを、ステップ２０５で予め獲得した閾値
と比較する。別の実施形態では、この比較が行われる期間は、また、構成ファイルまたは
デフォルト設定値によってユーザが定義しても、接続されたＰＣを使用してユーザデータ
エントリによって定義してもよい。この比較により、電力レベルが警報ゾーンにあること
が示されると、すなわち、電力レベルが最大閾値以上であるか、それとも最小閾値以下で
あることが示されると、コントローラ６０は、ステップ２２５で、ＣＡＴＶヘッドエンド
への警告メッセージの送信を開始する。閾値は、例えば、設定された動作するケーブルモ
デム上流側送信電力が１０ｄＢｍＶ以下（ＤＯＣＳＩＳが指定した最小値８ｄＢｍＶと比
較して）または５４ｄＢｍＶ以上（ＤＯＣＳＩＳが指定した最大値５８ｄＢｍＶと比較し
て）の場合に、警告メッセージが生成されるように選択することができる。警告メッセー
ジは、ステップ２０５で獲得された構成反復データによって規定された反復頻度（例えば
、３分おき）で、ＳＮＭＰ対応メッセージ（Ｔｒａｐと呼ばれる）としてＣＡＴＶヘッド
エンドに自動的に送信することができる。このメッセージは、ケーブルシステムの調整が
行われ、その結果、警告メッセージを生じさせている状態が解除されるまで反復される。
一旦、これが発生すると、コントローラ６０は、ステップ２１５と２２０を定期的に実行
し、生成された警報メッセージ送信は、ステップ２２５で停止する。ステップ２１５およ
び２２０で電力レベルが検査される頻度は、構成ファイルパラメータによって、またはデ
フォルト値によって決定される。Ｔｒａｐは、ネットワークデバイスが必須とみなすとき
はいつでも、ＣＡＴＶヘッドエンド（例えば、ケーブルオペレータの中央監視ステーショ
ン）にネットワーキングデバイス（例えば、ケーブルモデム）によって送出することがで
きる、ＳＮＭＰプロトコルで定義されたＳＮＭＰメッセージタイプであることに留意され
たい。
【００１９】
通常の操作時には、図１のシステム１２の上流側への送信電力レベルは規定された閾値内
にあり、警報メッセージは生成されない。通常の操作時には、ＲＦ搬送波は、６４または
２５６ＱＡＭ（直交振幅変調）を使用してＭＰＥＧ２転送プロトコルデータで変調される
。ＭＰＥＧ２転送データには、例えば、ユーザが要求したＨＴＭＬ（ハイパーテキストマ
ークアップ言語）ウェブページを表示するＩＰデータを含むＥｔｈｅｒｎｅｔ(登録商標)
形式のデータが含まれる。ＭＰＥＧ転送データは、ダイプレクサ２０によってチューナ１
５に提供される。チューナ１５は、隣接ＲＦチャネルからの信号分離を強化するために、
ダイプレクサ２０からの入力信号を、ソーフィルタ２５によってフィルタリングされる周
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波数の低い帯域にダウンコンバートする。ユニット２５からのフィルタリングされた信号
は、ＭＣＮＳインターフェースプロセッサ３５に対応性のある信号を供給するために、差
動増幅器３０によってレベルシフトされ、バッファされる。その結果生じる、ダウンコン
バートされ、レベルシフトされた、増幅器３０からの信号は、ＭＣＮＳプロセッサ３５に
よって復調される。この復調されたデータは、プロセッサ３５内で、さらにトレリス（tr
ellis）復号化され、バイト位置合わせされたデータセグメントにマッピングされ、デイ
ンタリーブされ、リードソロモン誤り訂正される。トレリス復号化、デインタリーブ、お
よびリードソロモン誤り訂正は、参考文献「Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏ
ｎ」ＬｅｅおよびＭｅｓｓｅｒｓｃｈｍｉｄｔ（Ｋｌｕｗｅｒ　Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒ
ｅｓｓ，Ｂｏｓｔｏｎ，ＭＡ，ＵＳＡ，１９８８）に記載されている周知の関数である。
プロセッサ３５は、ＭＰＥＧ２形式のデータを、コントローラ６０に提供されるＥｔｈｅ
ｒｎｅｔ(登録商標)データ形式にさらにコンバートする。
【００２０】
コントローラ６０は、ＣＡＴＶヘッドエンドから構成されたフィルタを使用して、ユニッ
ト３５からのＥｔｈｅｒｎｅｔ(登録商標)対応データを構文解析し、フィルタリングする
。コントローラ６０によって実施されるフィルタは、ユニット３５によって提供される入
来Ｅｔｈｅｒｎｅｔ(登録商標)フレームパケットのデータ識別子を、ＣＡＴＶヘッドエン
ドから事前ロードした識別子値と突き合わせる。この識別子値は、予め実行された初期化
動作中に事前ロードされている。この手段によって、コントローラ６０は、選択されたデ
ータをローカルＬＡＮデバイスに転送し、他の選択されたデータ内容を破棄するデータ承
認制御機能を実施する。この構成可能フィルタシステムは、（ａ）親制御または他のブロ
ック化制御に関する内容の格付け、（ｂ）対象に向けられた広告および「プッシュ－内容
」に関する所定のユーザの好み、（ｃ）ファイアウォールフィルタリング、（ｄ）ソース
の識別、（ｅ）データ検索機能に基づくことを含めて、様々な目的に関する入来データの
メタデータアイテムに基づいて、データをフィルタリングするために有利に使用すること
ができる。フィルタリングされたＥｔｈｅｒｎｅｔ(登録商標)対応シリアルデータは、Ｅ
ｔｈｅｒｎｅｔ(登録商標)インターフェース６５、フィルタおよび分離変換器（isolatio
n transformer）７０およびポート７２を介してＰＣに通信される。インターフェース６
５は、コントローラ６０からのデータを、ポート７２を介してＰＣに出力するために、ユ
ニット７０によってフィルタリングし、変換（transform）するように、バッファし、調
整する。
【００２１】
同様の方法で、コントローラ６０は、プロセッサ３５からのデータ（Ｅｔｈｅｒｎｅｔ(
登録商標)　ＭＡＣ形式で伝達される）を、ポート８２を介してＵＳＢ形式で出力するた
め、または、ポート７７を介してＨＰＮＡ形式で出力するために、コンバートし、フィル
タリングする。ＵＳＢデータは、ポート８２に接続されているＵＳＢ対応ＬＡＮデバイス
に出力する前に、トランシーバ７５によってバッファされ、ノイズ／干渉抑制（ＥＭＩ／
ＥＳＤ）フィルタ８０によってフィルタリングされる。同様に、ＨＰＮＡデータは、ポー
ト７７に接続されているＨＰＮＡ対応ＬＡＮデバイスに出力する前に、インターフェース
６２によって調整され、トランシーバ増幅器６７によってバッファされる。
【００２２】
モデムシステム１２は、初期化ルーチン中に選択された送信電力レベルを使用して、接続
されたＰＣから、例えばＣＡＴＶヘッドエンドへ、上流側にデータを通信する。この目的
のため、システム１２のコントローラ６０は、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ(登録商標)対応データを
、ポート７２、インターフェース６５、およびフィルタ／分離変換器７０を介して、接続
されたＰＣから受信し、それをプロセッサ３５に提供する。プロセッサ３５は、１６ＱＡ
ＭまたはＱＰＳＫ（１／４位相シフトキーイング変調）を使用して、受信したＥｔｈｅｒ
ｎｅｔ(登録商標)形式のデータでＲＦ搬送波を変調する。その結果変調されたデータは、
増幅器８５、変換器８７、およびダイプレクサ２０を介して上流側に通信するために、ケ
ーブル回線１０に時分割多重化される。増幅器８５は、そのデータを、前述の初期化プロ
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セスで選択された適切な電力レベルでＣＡＴＶヘッドエンドに出力する。変換器８７は、
モデム１２の故障の場合、あるいはモデムまたは接続されたデバイスでローカルに生成さ
れたノイズが発生した時、ある程度の障害およびノイズ分離を提供する。
【００２３】
同様の方法で、モデムシステム１２は、また、データを、ＵＳＢポート８２を介して、ま
たはＨＰＮＡポート７７を介して、接続されたデバイスから上流側に通信する。例示的実
施態様では、システム１２のコントローラ６０は、トランシーバ７５からＥｔｈｅｒｎｅ
ｔ(登録商標)対応データを受信し、それを、前述の方法で上流側に通信するために、プロ
セッサ３５に提供する。この目的のため、トランシーバ７５は、ＵＳＢフレーム内にカプ
セル化されたＥｔｈｅｒｎｅｔ(登録商標)データをポート８２からフィルタ８０を介して
受信し、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ(登録商標)形式のデータをコントローラ６０に提供するために
ＵＳＢフレームのデータを除去する。同様に、インターフェース６２は、ＨＰＮＡ形式に
カプセル化されたデータをポート７７からトランシーバ６７を介して受信し、Ｅｔｈｅｒ
ｎｅｔ(登録商標)形式のデータをコントローラ６０に提供する。
【００２４】
コントローラ６０は、また、オン／オフおよびリセットスイッチ９０に応答し、また、そ
れら前述の機能に加え、様々な機能を実行する。コントローラ６０は、ＣＡＴＶヘッドエ
ンドから提供された構成情報を使用してモデム１２パラメータを構成する。コントローラ
６０は、また、ケーブル回線１０への上流側への通信を同期化し、多重化する際にシステ
ム１２を指図し、上流側データトラフィックを制御する際に、レート制限を実施する。さ
らに、コントローラ６０は、受信したデータを双方向にフィルタリングし、選択されたデ
ータを、ＣＡＴＶヘッドエンド、またはポート７２、７７および８２に接続したＬＡＮデ
バイスに提供する。コントローラ６０は、また、ＣＡＴＶヘッドエンドとのデータレンジ
ング（data ranging）通信をサポートする。このレンジング通信は、ＣＡＴＶヘッドエン
ドによって開始され、ステータスを判定し、モデムまたは回線の故障を識別するために、
個々のモデムを連続的だが間欠的にポーリングすることを含む。
【００２５】
図１のシステムのアーキテクチャは、限定的ではない。同じ目的を達成するために、本発
明の原理に従って他のアーキテクチャを得ることができる。さらに、ケーブルモデムシス
テム１２のエレメントの機能および図３のプロセスステップは、コントローラ６０のプロ
グラムされた命令の全体または一部で実施することができる。さらに、本発明の原理は、
単なる上流側送信電力レベルではなく、インターネット対応双方向通信システムにおいて
反復調整の対象となるあらゆる通信パラメータを監視すること、および閾値比較に適用す
ることができる。この原理は、また、そのようなパラメータに関係する警報メッセージを
送出することにも適用する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による、適応する上流側送信電力レベル調整を組み込んだケーブルモデム
のブロック図である。
【図２】本発明による、ケーブルモデム開始シーケンスを示す図である。
【図３】本発明による、上流側送信電力レベルを適応的に調整する方法の流れ図である。
【符号の説明】
１０　ケーブル回線
１２　モデムシステム
１５　チューナ
２０　ダイプレクサ
２５　ソーフィルタ（saw filter）
３０　差動増幅器
３５　マルチメディアケーブルネットワークシステムインターフェースデバイス
６０　コントローラ
６２　インターフェース
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６５　インターフェース
６７　トランシーバ増幅器
７０　フィルタ／分離変換器
７２　ポート（コネクタ）
７５　トランシーバ
７７　コネクタ
８０　ノイズ／干渉抑制（ＥＭＩ／ＥＳＤ）フィルタ
８２　ＵＳＢコネクタ
８５　増幅器
８７　ＲＦ変換器
９０　オン／オフスイッチおよびリセットスイッチ

【図１】 【図２】



(12) JP 4990450 B2 2012.8.1

【図３】



(13) JP 4990450 B2 2012.8.1

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  ラリー　セシル　ブラウン
            アメリカ合衆国　４６０７４　インディアナ州　ウエストフィールド　イブニング　ローズ　ウェ
            イ　２０
(72)発明者  ジョン　アラン　ジャーベイ
            アメリカ合衆国　４６０３２　インディアナ州　カーメル　ロイヤル　コート　１１３８８

    審査官  阿部　弘

(56)参考文献  国際公開第９８／０４０９７２（ＷＯ，Ａ１）
              特開２０００－２２４０９７（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－３０８１２６（ＪＰ，Ａ）
              特表平１０－５０３３３７（ＪＰ，Ａ）
              特表平０９－５０６２３１（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04L  29/14
              H04L  12/26
              H04M  11/00
              H04N   7/173


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

